
令和８年度 星槎学園高等部大宮校を受験希望の皆様へ 

《生徒募集概要》 
星槎学園高等部大宮校を受験される方は、事前に学校説明会または体験授業に参加し、個別相談を受けて

いただくことが必要です。本校を第一志望の方は、早期特別入試での受験をお勧めいたします。入学金の優

待などの特典があります。 

 

入試方法は以下の通りです。 

 

１．早期特別入試 Ⅰ期 

○７月～１１月にかけて実施いたします。本校第一志望の方が対象です。 

○出願書類は願書、調査書（宛先は｢星槎国際高等学校｣）となります。 

○特典として選考料無料、入学金の一部￥１００，０００を免除します。 

 

２．早期特別入試 Ⅱ期 

○１２月～１月にかけて実施いたします。本校第一志望の方が対象です。 

○出願書類は願書、調査書（宛先は｢星槎国際高等学校｣）となります。 

○特典として選考料無料、入学金の一部に優待があります。 

第１回～第２回合格者は￥５０，０００、第３回～第４回合格者は￥３０，０００を免除します。 

 

３．一般入試 

○２月～３月にかけて実施いたします。 

○出願書類は願書、調査書、選考料振込み通知書となります。 
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e-mail seisagakuen_omiya@seisa.ed.jp 

星槎学園高等部 大宮校 

※本校の入試は、保護者同伴での面接試験です。合格後に作文の提出が必要です。 

※併願をご希望の方へ 

併願合格者は、併願校の発表翌日まで延納が可能です。ご相談ください。 

 



令和８年度 早期特別入試 Ⅰ期 生徒募集概要 
 星槎学園高等部大宮校は、学校教育法第５５条にもとづき、埼玉県教育委員会より指定を受けた技能教育施設

です。広域通信制高校の「星槎国際高等学校」との連携教育により、高等学校普通科の卒業資格を３年間で取得

します。早期特別入試 Ⅰ期は、選考料免除のほか入学金の一部￥１００，０００を免除します。 

（注意）早期特別入試 Ⅰ期終了後は、早期特別入試 Ⅱ期を１２月より、一般入試を２月より開始します。 

 

出願資格 

① 令和８年３月中学校卒業見込者、または同等の資格を有する者。             

② 事前に学校説明会または体験授業に参加し、本校専願の者。 

③ 本校の教育理念を理解し、協力できる者。 

募集人数 早期特別入試 Ⅰ期 ３０名 （男女） 

出願書類 

［早期特別入試 Ⅰ期］ 

① 願書（本学園所定の用紙） 

② 中学校の調査書（宛先は｢星槎国際高等学校｣） 

出願方法 上記出願書類一式を持参または特定記録郵便で郵送 

選考場所 出願時にご確認ください。 

選考方法 保護者同伴での面接（学力試験は行いません） 

選考料 早期特別入試 Ⅰ期 ￥２５，０００ 

 

【早期特別入試 Ⅰ期】 

回 出願期間 選考日 合格発表 入学手続締切日 

第１回 ７／１４(月) ～ ７／１８(金) ７／１９（土） 郵送にて通知 ８／  １（金） 

第２回 ７／２２(火) ～ ８／１５(金) ８／１６（土） 郵送にて通知 ８／２９（金） 

第３回 ８／１８(月) ～ ８／２２(金) ８／２３（土） 郵送にて通知 ９／  ５（金） 

第４回 ８／２５(月) ～ ９／１２(金) ９／１３（土） 郵送にて通知 ９／２６（金） 

第５回 ９／１６(火) ～ ９／２６(金) ９／２７（土） 郵送にて通知 １０／１０（金） 

第６回 ９／２９(月) ～１０／ ３(金) １０／ ４（土） 郵送にて通知 １０／１７（金） 

第７回 １０／  ６(月）～１０／２４(金) １０／２５（土） 郵送にて通知 １１／  ７（金） 

第８回 １０／２７(月）～１０／３１(金) １１／１（土） 郵送にて通知 １１／１４（金） 

第９回 １１／ ４（火）～１１／２８（金） １１／２９（土） 郵送にて通知 １２／１２（金） 

※上記の早期特別入試 Ⅰ期合格者は特別奨学制度として入学金の一部￥１００，０００を免除します。 

 



令和８年度 早期特別入試 Ⅱ期・一般入試 生徒募集概要 
 星槎学園高等部大宮校は、学校教育法第５５条にもとづき、埼玉県教育委員会より指定を受けた技能教育施設

です。広域通信制高校の「星槎国際高等学校」との連携教育により、高等学校普通科の卒業資格を３年間で取得

します。 

■早期特別入試 Ⅱ期は、選考料免除のほか入学金の一部が減額となります。 

第１回と第２回は￥５０，０００、第３回と第４回は￥３０，０００を免除します。 

出願資格 

① 令和８年３月中学校卒業見込者、または同等の資格を有する者。             

② 事前に学校説明会または体験授業に参加した者。 

③ 本校の教育理念を理解し、協力できる者。 

募集人数 早期特別入試 Ⅱ期 １０名 （男女）、一般 ５名 （男女） 

出願書類 

［早期特別入試 Ⅱ期］ 

①願書（本学園所定の用紙） 

②中学校の調査書（宛先は｢星槎国際高等学校｣） 

［一般入試］ 

①願書（本学園所定の用紙） 

②選考料振込通知 

③中学校の調査書（宛先は｢星槎国際高等学校｣） 

出願方法 上記出願書類一式を持参または特定記録郵便で郵送 

選考場所 出願時にご確認ください。 

選考方法 保護者同伴での面接（学力試験は行いません） 

選考料 
早期特別入試 Ⅱ期 ￥２５，０００  

一般入試 ￥２５，０００（本学園所定振込用紙にて銀行振込） 

【早期特別入試 Ⅱ期】 

回 出願期間 選考日 合格発表 入学手続締切日 

第１回 １１／２５(火) ～ １２／５（金） １２／  ６（土） 郵送にて通知 １２／１９（金） 

第２回 １２／  ８(月）～１２／１９（金） １２／２０（土） 郵送にて通知   １／  ６（火） 

第３回 １／  ５（月） ～ １／ ９（金）  １／１０（土） 郵送にて通知   １／２３（金） 

第４回 １／１３（火） ～ １／２３（金）  １／２４（土） 郵送にて通知   ２／  ６（金） 

【一般入試】 

回 出願期間 選考日 合格発表 入学手続締切日 

第１回  １／２６(月) ～ ２／ ６(金) ２／  ７（土） 郵送にて通知   ２／２０（金） 

第２回  ２／  ９(月) ～ ２／２０(金） ２／２１（土） 郵送にて通知   ３／ ６（金） 

第３回  ２／２４(火) ～ ３／ ６(金) ３／  ７（土） 郵送にて通知   ３／２０（金） 

第４回 ３／  ９(月) ～ ３／１９(木） ３／２１（土） 郵送にて通知   ３／２７（金） 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※入学手続時に関しては、左記の費用以外は必要ありま

せん。（寄付金なし） 

※左記授業料のほか、副教材費・積立金・活動費が必要

となります。（詳細は本校までご確認ください） 

※併願合格者は手続金 60,000円を納入し、残額は併願

校の発表翌日まで延納が可能です。 

（延納願を必ず提出してください） 

※次年度から入学金分は不要となります。 

※提出書類および一旦納入された校納金については、 

原則返還できません。 

 

 

本校は、学校教育法第 55条に基づき、埼玉県教育委員会より指定をうけた技能教育施設です。連携する広域

通信制高校の星槎国際高等学校は、高等学校等就学支援金の対象となります。高等学校等就学支援金の申請を行

うことで、星槎奨学金と併せて、星槎国際高等学校の授業料は実質無償となります。 

 星槎国際高等学校の新入生の納入金は、入学金 20,000円、施設設備費 16,000円、教科書代(実費)、災害共

済金 250円です。なお、卒業年次には卒業準備金 5,000円が必要となります。 

 就学支援金の取り扱いは以下のとおりです。（履修開始時点で判断します） 

・就学支援金申請者は、就学支援金と星槎奨学金により実質無償とします。 

 但し、年間履修単位数の上限は 30 単位までとします。31 単位以上の場合は１単位につき 2 万円の単位額を

請求します。また、該当年度で支援金支給上限の 74単位を超える場合も超えた単位数分は同様とします。 

・就学支援金支給単位数(74単位)を使い切って入学した場合の授業料は 148,000円とします。 

・就学支援金を未申請の場合は、履修単位数×2万円の授業料を徴収します。 

教育ローンについて 

「日本政策金融公庫」「中央労働金庫の教育ローン」「オリエントコーポレーション教育ローン」も利用

できます。 

入学手続時  

入学金 ￥２６０，０００ 

施設設備・維持費 ￥２１５，０００ 

保険料          ￥５，０００ 

合計 ￥４８０，０００ 

  

授業料（年間）  

授業料 ￥６４１，０００ 

 

学費 

学資支援制度 

 〇生徒総合補償保険 

  次の種類の保険に全生徒加入いただき不慮の事態に備えます。保険料については新入生は入学手続き

時に、2･3年生は進級時に納入いただきます。 

 

① 学業補償保険 

・主計者(授業料等を実際に払っている人)が、長期療養・重度の障害・リストラ・自営の場合の廃

業など経済的な困難により大幅に収入が減少し、補償基準に該当した場合、の一部に補償します。 

② 生徒障害保険 

・本学園の教育活動において怪我をした場合に保険金が給付されます。 

③ 生徒賠償保険 

・本学園の教育活動において生じた法律上の賠償責任を負った場合に保険料が給付されます。 

  ※上記のいずれも保険会社の審査があります。 

 

 

 


